
 

ＤＸ基礎研修（e-ラーニング） 仕様書 
 

１ 件  名 

 ＤＸ基礎研修（e-ラーニング） 

 

２ 目  的 

  中小企業のＤＸを促進することを目的に、ＤＸへの取組を検討している企業が、ＤＸの入門と

して必要な知識や全体像を体系的に理解できる研修を e-ラーニングで実施する。 

 

３ 契約期間 

  契約を締結した日から令和６年２月２９日まで 

 

４ 内  容 

・ＤＸの入門として必要な基礎情報やＩＴ活用事例、人材配置・育成、スキル等の知識や全体像

を、体系的に理解できる内容とすること。 

・コンテンツはフェーズや必要となる要素等により３種類以上とし、研修時間はそれぞれ２時

間程度とすること。 

・ＩＤ、パスワード等の発行により、県内中小企業の申込者がＷＥＢ上で研修を受けることがで

きるものであること。※別紙（業務フロー）参照 

・研修後にアンケートを実施すること。 

 

５ そ の 他 

（１）本業務の履行に当たり、この仕様書、契約及び当財団の指示を遵守すること。 

（２）予め１アカウントの単価を設定し、最大１，０００アカウント利用できること。契約期間終

了時の利用数に応じた金額を請求すること。 

（３）採択者は、採択者が提供する業務を一括して第三者に委託、又は請け負わせることはできな

い。 

（４）採択者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意し、

漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の保護に努めること。また業務終了後も同様

とする。 

（５）本仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、双方の協議により決定する。 
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業務フロー 

 

 


